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讃
五
経
正
義
札
記
　
(
八
)

-
『
景
紗
正
宗
寺
本
春
秋
正
義
』
に
つ
い
て
-

川
　
『
景
紗
正
宗
寺
本
春
秋
正
義
』
　
に
つ
い
て

本
稿
は
昭
和
八
年
(
l
九
三
三
)
に
東
方
文
化
学
院
か
ら
影
印
刊
行
さ
れ
た
、

『
春
秋
正
義
』
の
単
疏
本
と
し
て
は
ほ
ぼ
完
存
す
る
唯
一
の
『
景
紗
正
宗
寺
本

春
秋
正
義
』
に
つ
い
て
の
覚
書
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
景
抄
本
に
は
す
で
に
安
井
小
太
郎
氏
　
(
】
伽
u
?
-
豊
巴
　
に
よ
る
詳

細
な
解
題
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
物
は
宮
内
省
図
書
寮

(
現
在
の
宮
内
庁
書
陵
部
)
　
の
蔵
本
で
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
江
戸
の
書
誌
学

者
と
し
て
著
名
な
近
藤
正
齋
(
】
当
事
⊥
胃
巴
　
の
旧
蔵
に
係
る
も
の
だ
と
し
て
、

氏
は
第
三
巻
末
に
記
載
さ
れ
た
、

文
化
十
二
年
三
月
。
以
常
陸
久
慈
郡
萬
秀
山
正
宗
寺
蔵
本
寓
之
。
以
鳥
家

珍
。
御
書
物
奉
行
近
藤
守
重

と
い
う
識
語
を
紹
介
し
　
(
三
十
六
巻
末
で
は
　
「
文
化
十
三
年
五
月
」
)
、
次
い
で
近

野
間
　
文
史

藤
正
齋
の
『
正
齋
書
籍
考
』
巻
一
と
『
右
文
故
事
附
録
』
巻
之
一
の
該
当
箇
所

を
引
用
す
る
。
い
ま
本
稿
で
も
以
下
に
引
用
し
よ
う
。
い
ず
れ
も
『
近
藤
正
齋

全
集
第
二
』
　
(
国
書
刊
行
会
一
九
〇
五
)
　
に
よ
る
。
(
〔
　
〕
内
は
近
藤
正
齋
の
自
注

で
、
原
文
は
双
行
小
字
。
句
読
点
は
筆
者
が
施
し
た
。
)

〔
春
秋
正
義
〕
　
古
紗
眞
本
三
十
六
巻
。
金
澤
文
庫
本
ヲ
以
テ
天
文
年
間
二

謄
寓
セ
ル
古
本
。
常
州
久
慈
郡
増
井
村
正
宗
寺
二
什
畜
ス
。
(
比
寺
モ
ト
勝

欒
寺
ト
云
。
〔
京
華
集
〕
ニ
モ
見
ユ
。
夢
想
ノ
弟
子
月
山
ノ
開
基
ナ
リ
。
昔
ハ
多
ク

書
籍
ヲ
貯
フ
ト
ミ
工
、
今
、
足
利
學
校
ニ
ア
ル
宋
板
巾
箱
本
　
〔
周
穏
〕
　
モ
此
寺
ヨ

リ
出
タ
ル
ナ
リ
。
)
　
此
本
、
巻
首
二
長
孫
無
忌
ノ
表
、
次
二
孔
頴
達
ノ
序
ア

リ
。
次
行
直
チ
ニ
春
秋
正
義
巻
第
一
(
中
略
)
　
孔
頴
達
等
奉
勅
撰
ト
ア
ル

コ
ト
前
ノ
　
〔
周
易
〕
　
ト
同
ジ
。
ミ
ナ
巻
子
本
ノ
寓
横
ナ
リ
。
(
注
疏
本
ニ
ハ

長
孫
ノ
表
ナ
シ
。
岩
層
二
春
秋
左
博
注
疏
ト
ア
リ
。
)
　
其
次
行
二
春
秋
左
氏
侍

序
正
義
日
云
々
ト
ア
リ
。
其
次
啓
二
春
秋
正
義
巻
二
ト
ア
リ
テ
、
篇
題
ハ

春
秋
経
侍
集
解
隠
公
第
一
ト
ア
リ
。
正
義
ノ
字
句
、
今
ノ
注
疏
本
二
比
ス

ル
ニ
最
正
善
。
二
十
字
線
多
キ
モ
有
り
。
予
嘗
テ
渇
望
二
勝
へ
ズ
。
水
戸
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ノ
人
ヲ
傭
筆
シ
テ
、
就
テ
影
寓
珍
蔵
ス
。
此
本
世
二
侍
寓
甚
翠
ナ
リ
。
簡

*

閲
グ
前
時
一
本
ヲ
謄
寓
ス
ル
刊
4
割
H
司
可
。
右
三
部
ハ
ミ
ナ
予
ガ
親
賭

博
寛
政
儲
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
則
孔
頴
達
ノ
原
書
ナ
リ
。
山
巌
石
室
詩
ト

穏
ト
ヲ
訪
求
シ
テ
完
壁
ト
セ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
ス
ル
ノ
ミ
。

*
正
齋
所
蔵
の
『
周
易
正
義
』
『
尚
書
正
義
』
『
春
秋
正
義
』
を
い
う
。

春
秋
正
義
　
三
十
六
巻

是
初
ノ
尚
書
正
義
又
守
重
珍
蔵
ス
ル
易
正
義
と
同
ク
、
正
義
ノ
草
本
ニ
シ

テ
、
天
文
中
ノ
抄
本
ナ
リ
。
第
十
五
二
金
澤
文
庫
ノ
革
印
ア
リ
。
守
重
、

今
、
正
宗
寺
本
ヲ
以
テ
謄
寓
珍
蔵
ス
。
按
二
此
本
十
五
行
、
二
十
六
字
。

コ
レ
宋
刻
以
前
ノ
本
ナ
ル
へ
シ
。
此
本
今
西
土
二
亡
侠
ス
ル
モ
ノ
。
最
珍

重
ス
へ
シ
。
台
記
二
康
治
二
年
九
月
廿
日
ノ
條
二
所
見
ノ
書
目
ヲ
學
テ
経

家
左
侍
廿
巻
　
(
抄
首
府
)
、
同
繹
例
十
六
巻
　
(
首
付
)
、
論
法
一
巻
、
同
正

義
廿
六
巻
　
(
雌
抄
句
末
抄
寓
之
)
　
ト
ア
リ
。
此
時
ハ
五
経
正
義
ノ
軍
本
ミ

ナ
備
バ
リ
シ
ナ
リ
。

安
井
氏
は
以
上
の
近
藤
正
齋
の
解
題
を
引
用
し
た
後
、
正
齋
が
　
「
巻
子
本
ノ

寓
棲
」
　
だ
と
す
る
記
述
と
　
「
宋
刻
以
前
ノ
本
ナ
ル
へ
シ
」
　
と
い
う
判
定
に
つ
い

て
は
疑
問
を
呈
し
、
「
疑
ら
く
は
北
采
刻
軍
疏
本
を
紗
し
た
る
な
ら
ん
」
　
と
予

想
す
る
。

そ
し
て
　
「
嘗
聞
ク
前
時
一
本
ヲ
謄
寓
ス
ル
モ
ノ
有
ト
云
々
」
　
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
が
当
時
、
水
戸
彰
考
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
う
一
本
、
安
井
氏
の
い
わ

ゆ
る
　
「
彰
考
館
本
」
　
で
、
こ
れ
に
は
巻
末
に
、

寛
政
三
年
六
月
水
戸
小
澤
章
…
…

の
政
文
が
有
り
、
「
正
齋
本
」
は
こ
の
　
「
彰
考
館
本
」
か
ら
の
転
写
本
で
あ
っ

た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

何
と
な
れ
ば
二
書
の
字
髄
分
竜
の
差
な
く
。
大
小
眞
行
符
契
を
合
せ
た
る

如
し
。
故
に
彰
考
館
本
誤
れ
る
所
は
正
齋
本
も
亦
誤
れ
り
。
正
宗
寺
本
供

せ
る
を
以
て
原
本
と
館
本
と
の
異
同
を
知
る
能
は
ざ
る
を
遺
憾
と
す
。
前

に
引
け
る
右
文
故
事
附
録
に
あ
る
天
文
年
中
の
抄
本
云
々
は
。
此
の
小
澤

章
の
政
文
に
按
れ
る
な
る
べ
し
。

安
井
氏
は
続
け
て
、
「
正
齋
本
」
　
巻
二
十
四
末
尾
に
書
か
れ
た
清
人
田
呉
焙

の
手
に
成
る
識
語
　
(
影
印
本
に
は
収
録
し
な
い
)
　
を
紹
介
す
る
。

春
秋
正
義
軍
疏
本
。
鳥
世
間
学
兄
之
書
。
日
本
宮
内
省
固
書
寮
蔵
有
侍
抄

本
。
不
知
何
日
流
出
二
冊
。
予
於
己
酉
年
　
二
九
〇
九
)
　
得
之
書
埠
。
不

忍
令
此
秘
笈
掃
於
散
逸
。
因
以
之
蹄
国
書
寮
。
倖
成
完
壁
。
亦
蛮
林
佳
話

也
。
宣
統
二
年
　
(
一
九
一
〇
)
　
田
呉
煩
記
於
七
啓
合
。
得
固
書
寮
侶
抄
本

以
鳥
酬
。

160

こ
れ
に
よ
る
と
、
図
書
寮
蔵
の
「
正
齋
本
」
に
は
二
冊
の
鉄
本
が
有
っ
た
が
、

清
人
の
田
呉
畑
が
こ
れ
を
.
書
璋
に
お
い
て
発
見
し
、
こ
の
秘
笈
が
散
逸
し
て
し

ま
う
こ
と
を
惜
し
み
、
購
入
し
た
後
、
図
書
寮
に
寄
贈
し
た
と
こ
ろ
、
図
書
寮

は
　
「
正
齋
本
」
　
全
書
を
紗
写
し
て
田
呉
焙
に
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
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な
み
に
　
「
彰
考
館
本
」
　
は
戦
災
に
よ
り
遺
憾
な
が
ら
焼
失
し
て
い
る
。

安
井
氏
は
さ
ら
に
、
「
正
齋
本
」
が
後
に
狩
谷
腋
齋
所
蔵
と
な
っ
た
こ
と
を
、

板
齋
の
著
『
経
籍
訪
古
志
』
巻
二
で
確
認
す
る
。
そ
し
て
劉
承
幹
r
嘉
業
堂
叢

書
」
中
の
『
春
秋
正
義
』
残
巻
に
言
及
し
、
こ
れ
が
「
正
宗
寺
本
」
に
由
来
す
　
　
②

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
直
接
　
「
正
宗
寺
本
」
　
原
本
に
よ
る
も
の
か
、
「
田

呉
煩
本
」
　
の
一
部
分
で
あ
る
の
か
は
不
明
だ
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
③

安
井
氏
は
最
後
に
、
小
島
祐
馬
氏
「
巴
黎
國
立
固
書
館
蔵
敦
煙
遺
書
所
見
録

三
」
　
(
支
那
学
第
六
巻
二
号
一
九
三
二
)
　
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
張
金
吾
『
愛
日
精
　
　
④

慮
蔵
書
志
』
巻
五
経
部
春
秋
類
に
い
う
「
沈
中
賓
本
」
　
は
単
疏
本
で
は
な
い
こ

(
天
文
年
間
書
写
　
常
州
久
慈
郡
増
井
村
正
宗
寺
蔵
)
　
圀

と
、
楊
守
敬
『
留
眞
譜
』
に
載
せ
る
「
春
秋
正
義
巻
第
四
」
が
　
「
正
宗
寺
本
」

原
本
か
も
し
れ
な
い
こ
と
等
を
付
言
す
る
。

そ
し
て
　
「
正
宗
寺
本
春
秋
正
義
鉄
侠
考
」
　
と
し
て
十
八
条
を
付
記
す
る
が
、

そ
れ
に
先
立
ち
、

(
寛
政
三
年
六
月
水
戸
小
澤
章
政
文
)

焼

(
文
化
二
年
三
月
～
十
三
年
五
月
)
『
正
齋
書
籍
考
』

『
右
文
故
事
附
録
』

狩
谷
板
齋
『
経
籍
訪
古
志
』

↑↑
　
　
　
(
書
写
)

次
に
正
宗
寺
本
に
就
て
其
映
供
せ
る
者
。
及
び
汲
古
間
本
に
鉄
供
し
て
正

宗
寺
本
に
存
す
る
者
を
學
ぐ
。
全
巻
文
字
の
異
同
は
甲
是
乙
非
。
一
に
接

る
べ
か
ら
ず
と
い
ヘ
ビ
も
。
抜
本
の
誤
を
正
す
べ
き
者
甚
多
し
。
雨
三
年
　
　
⑦

の
力
を
費
し
精
校
せ
ば
。
阪
氏
校
勘
記
の
上
に
出
づ
る
者
あ
ら
ん
。

⑧

と
述
べ
て
い
る
。

宮
内
省
図
書
寮
-
▼
⑥

(
影
印
)
↑

田
呉
焙

方
文
化
学
院
影
印

巻
一
～
九
・
巻
二
十
四
～
三
十
六

(
昭
和
八
年
-
霊
山
　
安
井
小
太
郎
解
題
)

(
影
印
)
↑

四
部
叢
刊
続
編

(
民
国
二
十
三
年
-
霊
告

以
上
の
安
井
氏
の
解
題
を
今
一
度
ま
と
め
て
図
示
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
の
⑧
は
、
『
景
紗
正
宗
寺
本
春
秋
正
義
』
刊
行
の
翌

年
、
こ
れ
が
張
元
酒
編
集
の
　
「
四
部
叢
刊
続
編
」
中
に
採
録
さ
れ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

轟

　

轟

　

轟

さ
て
本
稿
で
は
、
安
井
氏
が
後
世
に
期
待
さ
れ
た
　
「
雨
三
年
の
力
を
費
し
精

校
せ
ば
。
阪
氏
校
勘
記
の
上
に
出
づ
る
者
あ
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
に
従
い
、
『
春
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秋
正
義
』
全
書
に
わ
た
り
、
こ
れ
を
阪
元
『
校
勘
記
』
と
対
照
し
、
ま
た
近
時

影
印
公
刊
さ
れ
た
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
(
「
続
修
四
庫
全
書
」
所
収
〔
①
〕
)
　
を
参
照
し

た
結
果
を
踏
ま
え
、
若
干
の
知
見
を
申
し
述
べ
た
い
。

た
だ
し
、
そ
の
内
容
は
簡
単
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
安
井
氏
が

以
上
を
検
討
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
先
ず
　
「
標
起
止
」
　
の
問
題
を
取
り
上

げ
た
い
。
か
つ
て
吉
川
幸
次
郎
氏
が
　
「
旧
抄
本
礼
記
正
義
を
校
勘
し
て
」
　
(
『
東

方
学
報
京
都
』
九
一
九
三
八
　
全
集
十
巻
)
　
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
。

疑
ら
く
は
北
宋
刻
軍
疏
本
を
紗
し
た
る
な
ら
ん
。

と
推
測
さ
れ
、
ま
た
小
島
祐
馬
氏
が
教
壇
遺
書
の
哀
公
残
巻
と
対
校
し
た
結
果

を
も
と
に
、
「
正
齋
本
」
　
が

其
内
容
に
於
い
て
も
、
唐
紗
の
正
義
と
は
遠
く
、
寧
ろ
宋
刻
を
本
と
せ
る

阪
刻
注
疏
本
に
近
い
点
よ
り
観
て
、
此
書
の
原
本
た
る
金
澤
文
庫
本
は
宋

刻
か
若
し
く
は
宋
刻
よ
り
侍
紗
せ
し
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
断
定
さ
れ
た
こ
と
の
検
証
な
い
し
確
認
で
あ
る
。

つ
ま
り
　
「
正
齋
本
」
　
が
近
藤
正
齋
が
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
よ
う
な
　
「
宋
刻

以
前
の
本
」
　
で
あ
る
の
か
、
前
掲
図
の
①
　
「
北
宋
刊
軍
疏
本
」
　
か
ら
の
伝
写
で

あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
①
が
　
「
南
宋
覆
軍
疏
本
」
　
で
あ
る
の
か
等
を
検
討
す
る

の
が
そ
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
　
「
北
宋
刊
軍
疏
本
」
　
「
南
宋
覆
軍
疏

本
」
　
が
現
存
し
な
い
た
め
、
い
ず
れ
も
仮
説
の
域
を
出
な
い
の
は
や
む
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
第
三
例
の
説
明
を
終
わ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
比
の
第
三
に
関
連

し
て
、
今
少
し
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
第
一
は
「
疏
」
の
「
標

題
」
　
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。
宋
版
の
　
「
標
題
」
　
が
必
ず
し
も
孔
穎

達
の
旧
で
な
い
こ
と
は
、
以
上
の
例
で
御
理
解
が
つ
い
た
こ
と
と
思
い
ま

す
が
、
こ
こ
に
特
に
申
し
た
い
の
は
其
の
形
式
に
就
い
て
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
宋
版
　
「
正
義
」
　
の
　
「
標
題
」
　
は
　
「
大
功
小
功
不
語
」
　
と
い
う
よ

う
な
極
く
短
い
　
「
経
注
」
　
の
場
合
を
除
き
、
概
ね
　
「
ロ
ロ
至
□
□
」
　
と
五

字
に
画
一
し
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
原
形
で
は
な
い
こ
と
、

㈲
㈲
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
比
の
抄
本
に
見
え
る
も
の
は
寧
ろ

五
字
で
な
い
方
が
多
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
　
「
礼
記
正
義
」
　
に
特
有
な
現

ふ
し

象
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
節
も
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
　
「
疏
」
　
を

お
読
み
な
る
方
に
関
心
を
持
っ
て
頂
き
た
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
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轟

　

轟

　

轟

吉
川
氏
が
　
「
『
礼
記
正
義
』
　
に
特
有
な
現
象
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
節

も
あ
る
」
　
と
述
べ
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
『
周
易
正
義
』
の
場
合
、
経
文
・
伝

文
、
あ
ふ
い
は
注
文
が
短
文
で
あ
る
た
め
、
全
文
を
標
起
止
と
す
る
こ
と
が
よ

く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
『
五
経
正
義
』
を
通
じ
て
み
る
と
、
吉
川
氏
の
指
摘
は

お
お
む
ね
該
当
す
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
　
「
[
〓
]
至
□
□
」
　
の
形
に
統
一
し

よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
版
本
以
降
に
特
徴
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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さ
て
『
春
秋
正
義
』
　
の
場
合
、
巻
一
(
「
春
秋
左
氏
伝
序
」
　
の
部
分
)
　
に
そ
れ

が
顕
著
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
標
起
止
の
全
例
を
挙
げ
る
、
右
側
に
「
嘉
慶
本
」

(
巻
数
・
英
数
・
行
数
)
、
左
側
に
　
「
正
宗
寺
本
」
　
を
配
し
た
。
た
だ
し
　
「
慶
元

八
行
本
」
　
は
玩
元
『
校
勘
記
』
が
　
「
凡
序
中
某
至
某
也
、
宋
本
無
」
　
と
指
摘
す

る
よ
う
に
、
標
起
止
を
付
さ
な
い
。

〔
鏑
…
摘
鵠
矩
鏑
。
〓

品
拍
摘
措
矩
銅
㌍
也

〔
錯
請
摘
録
報
錆
也

〔
朋
掴
摘
措
髭
鏑
㌍

r
嘉
慶
本
」
　
(
巻
数
・
乗
数
・
行
数
)

「
正
宗
寺
本
」

(
吊
畏

(一一三三

(
三
一
了

巳
　
(
0
1
.
0
夢
色

於
策
小
事
簡
憤
而
巳

一
也
　
(
O
T
O
さ
.
」
)

其
賓
一
也

王
　
(
O
T
O
評
.
巴

所
以
王

〔
禦
醗
措
矩
錮
㌍
也

(
朋
銅
鏡
㌍
髭
璧

(
醐
縞
髭
舘
錮
㌍
爽
之
法

〔
錆
詣
摘
録
翫
㌍
而
正
之
以
示
助
成

〔
描
指
…
軋
鮮
録
㌘
改
也

(
縞
縞
髭
㍍
轟
㌘
執
能
脩
之

〔
縞
錆
髭
㍍
翫
㌢

〔
琵
掴
銅
綱
矩
髭
附
義
而
稜

(
銅
鏡
崇
択
賢
㌍
也

二
二
工
三
言
。

〔
最
摘
描
矩
訴
㌘
鰭

〔
招
福
醜
録
当
。
)

〔
縞
琵
禦
腔
轟
栂

〔
紺
摘
髭
舘
野
蛸

(
‥
∴
∵
二
三
十
三
。

〔
錯
欝
禁
書
翫
㌘
情
有
五

〔
請
鵠
豊
根
鋸
㍍
是
也

〔
二
m
縞
机
鈷
轟
㌍

(
話
柄
柏
錮
髭
翫
㍍
是
也

〔
掴
鎧
得
録
齢
㌘
是
也

〔
鐙
鍔
鰐
贅
喪
名
之
類
是
也

(
王
∴
二
三
∵

二
∴
‥
.
三
∴
l
三
こ
∴
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(
措
髭
謄
離
離
㌘
侯
後
賢

(
錯
門
銅
㌍
㍍
報
〉

〔
銅
最
鍋
矩
冨
ム
)

〔
描
髭
柚
缶
彊
-
。
)

〔
崇
指
摘
特
報
。
)

(
絹
錆
鍋
飯
轟
批

〔
錮
禁
錮
摘
録
錮
比

〔
m
措
紺
豊
根
錮
㌘
至
垂
法
絡
爽

(
踊
崇
班
餌
矩
錮
巴

(
錯
…
腔
摘
録
齢
㌘

〔
崇
縞
摘
録
錮
㌍
也

(
最
縞
黒
鉛
㌍
通
論
也

(
招
措
把
持
㌍
近
証

む
し
ろ
そ
の
方
が
多
い
。
以
下
、
先
ず
巻
一
と
同
様
に
　
「
正
宗
寺
本
」
　
の
標
起

止
が
長
文
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
正
宗
寺
本
」
　
が
唐
代
抄
本
に
近
い
形
を
多
分
に
残
し
て

い
る
こ
と
が
言
え
そ
う
で
は
あ
る
。
た
だ
、
『
春
秋
正
義
』
全
体
を
通
じ
て
み

る
と
、
事
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
単
純
で
ぽ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
嘉
慶

本
」
の
標
起
止
の
方
が
長
文
の
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
否
、

〔
畿
琵
摘
録
-
邑

〔
…
摘
銅
鏡
禦
誓
。
a
・
。

(
縞
錮
露
紺
舶
締
-
邑

(
三
…
一
㌧
三
三
三

(
縞
鍔
掴
崇
聖
星

〔
…
㌍
柄
舶
用
餌
場
a
・
巴

〔
m
m
鐙
鍔
箪
畠

〔
柚
掴
指
摘
締
至
)

〔…措錮鏑等。-a・N)

(
縄
畏
措
舞
≡
)

(
誓
琵
択
聖
監

(
…
銅
鏡
㌍
冨
ム
〉

〔
絹
…
髭
摘
録
山
里

〔
露
指
摘
舘
鵬
b
⊥
)
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以
上
『
春
秋
正
義
』
巻
二
以
下
の
全
体
で
一
二
例
で
あ
る
が
、
以
下
は
　
「
嘉

慶
本
」
　
の
標
起
止
の
方
が
長
文
の
例
で
あ
る
。

〔
精
銅
拍
最
謂
之
(
。
N
⊥
豊

(
掴
…
銅
鏡
干
申
。
武
姜
(
。
冨
・
N
)

(
絹
開
封
摘
甥
暗
(
≡
宇
山
)

〔
…
錯
結
聖
共
叔
誓
侯
至
之
(
空
手
巴

〔
禁
錮
琵
姜
氏
故
名
。
宿
生
遂
惑
之
(
聖
賢

〔
崇
畏
醐
餌
時
之
所
隠
(
萱
。
・
巴

(
m
最
琵
錮
結
草
(
。
害
≡
)

〔
黒
鉛
鵠
至
而
去
(
。
害
-
a
・
。

〔
縞
耐
錮
醐
鋸
斬
至
得
還
(
。
萱
。

〔
錆
H
拍
…
也
(
-
妄
ム
)

〔
錮
鍔
掴
甥
(
≡
b
・
巴

〔
鍔
㌫
摘
甥
第
(
い
い
・
N
l
a
・
〇

〔
…
錮
禦
肇
之
孫
(
N
岩
…
〉

〔
縞
摘
崇
聖
人
宮
(
寧
学
監

(
縞
露
錯
則
作
四
代
之
欒
別
至
欒
侯
(
≡
告

(
紺
綱
銅
鏡
望
正
文
(
≡
邑

(
精
銅
措
摘
鐘
震
林
鐘
因
以
莞
(
≡
至
。
)

〔
㌔
措
縞
陽
至
.
之
辞
(
芸
巴

(
詣
諸
醐
…
銅
鏡
材
誓
-
巴

(
錆
冊
譚
銅
備
。
襲
因
伐
曹
還
至
有
事
(
山
善
。

(
鴇
錮
欝
用
般
太
子
角
(
≡
至
)

(
冊
醐
譚
鴇
也
(
萱
a
・
。

〔
畏
H
錯
…
其
他
西
監
(
翌
。
a
・
い
)

〔
絹
銅
鏡
叔
(
≡
竺
〉

〔
間
組
譚
望
王
至
両
説
之
(
喜
N
a
・
。
)

{
　
∵
　
「
。
三
。

〔
胃
錆
摘
甥
之
政
(
至
芋
。

〔
縞
醐
髭
甥
家
(
王
墓

〔
鍔
…
譚
甥
肉
賜
大
夫
至
祭
也
(
三
豊

〔
…
醐
餌
絹
針
各
倣
其
事
〈
至
邑

〔
…
禦
航
舶
短
至
出
入
周
疏
(
至
軍
。

〔
縞
琵
醐
聖
典
宗
廟
共
共
存
。
者
至
獲
得
也
(
芋
N
告

165



東洋古典學研究　第17集　2(泊4

(
三
二
章
二
∵
一
千
一
三

〔
…
締
露
望
(
軍
。
邑

〔
…
禦
措
摘
也
〈
呂
。
・
N
)

(
縞
摘
餌
措
也
之
往
也
至
公
子
失
所
(
"
表
す
-
)

(
措
…
机
踊
璃
喜
八
(
≡
-
a
.
巴

〔
H
崇
措
難
(
芸
a
・
。

以
上
『
春
秋
正
義
』
巻
二
以
下
の
全
体
で
三
八
例
で
あ
る
か
ら
、
「
正
宗
寺

本
」
　
の
ほ
ぼ
三
倍
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
慶
元
八
行
本
」
　
で
も
こ
れ
ら
の
例
で

は
、
す
べ
て
　
「
正
宗
寺
本
」
　
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
両
者
が

極
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
標
起
止
か
ら
見
る
限
り
、
「
嘉
慶
本
」
が
「
明
正
徳
十
行
本
」

を
経
由
し
て
淵
源
と
す
る
　
「
宋
刊
十
行
本
」
　
は
、
「
正
宗
寺
本
」
　
や
　
「
慶
元
八

行
本
」
　
と
は
異
な
る
系
統
の
抄
本
に
依
拠
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
　
「
十
行
本
」
が
版
本
を
重
ね
る
う
ち
に
生
じ
た
部
分
も
多
い
と
思
わ
れ

る
例
で
あ
ろ
う
が
、
「
正
宗
寺
本
」
　
や
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
の
標
起
止
の
方
が
正

し
い
場
合
が
多
い
。

董
督
至
多
也
　
(
怠
⊥
U
b
ム
)

「
注
」
字
を
脱
す
る
。

注
董
督
至
多
也

以
城
至
鳥
此
(
告
.
N
u
a
.
已
…
…
十
行
本
の
体
裁
に
合
わ
せ
た
改
変
。

以
城
組
輿
越
人

も
っ
と
も
「
正
宗
寺
本
」
　
と
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
の
標
起
止
が
異
な
る
例
も
若

干
数
存
在
す
る
。
以
下
の
四
例
は
、
「
正
宗
寺
本
」
が
か
え
っ
て
　
「
嘉
慶
本
」

に
一
致
し
、
「
慶
元
八
行
本
」
　
の
み
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

注
后
帝
至
尭
也
　
(
宣
.
N
O
a
.
1
0
)

注
后
帝
尭
也

「
至
」
　
字
は
不
要
。

′　　~ヽ　　′　　　ヽ　′　　　ヽ　　′　　　ヽ　=

匠l匡】園囲匡】囲圏回園囲国圃匠I国園

注
薄
迫
也
餅
脅
合
幹
　
(
-
u
・
-
O
b
・
已

注
薄
迫
也
餅
脅
合
幹

注
薄
迫
至
合
幹

注
詩
大
雅
云
云
　
(
念
.
N
-
a
・
」

注
詩
大
雅
云
云

注
詩
大
雅
至
以
寛

日
人
至
式
平
　
(
u
P
U
U
a
.
芝

目
人
至
式
乎

日
人
至
不
式
平

日
詩
云
至
桓
公
是
以
霞
　
(
念
・
】
含
・
u
)

日
詩
云
至
桓
公
是
以
覇

日
詩
至
以
覇

侍
注
計
公
至
二
人
　
(
呈
⊥
U
a
⊥
○
)

侍
注
計
公
至
二
人

注
計
公
至
二
人

文
裏
至
露
也
　
(
畠
.
〇
討
.
巴
=
…
・
伝
文
　
r
昔
文
裏
之
苗
也
」

文
事
之
話
也
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な
お
最
後
の
例
は
、
こ
れ
が
経
文
の
後
の
伝
文
の
最
初
の
標
起
止
で
あ
る
た

め
、
単
琉
本
と
し
て
は
是
非
と
も
そ
の
冒
頭
に
　
「
侍
」
字
が
必
要
で
あ
る
が
、

経
伝
注
と
疏
文
の
合
刻
本
で
あ
る
「
慶
元
八
行
本
」
　
で
は
、
疏
文
の
間
に
伝
文

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
侍
」
字
が
無
く
と
も
こ
れ
が
経
注
の
疏
文
で
あ

る
か
と
見
間
違
う
恐
れ
は
無
い
。
そ
の
た
め
こ
れ
を
省
略
し
た
の
で
あ
る
。
「
嘉

慶
本
」
　
が
単
疏
本
の
古
い
形
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
挙
げ
た

次
の
例
も
同
様
で
、
こ
の
よ
う
な
例
は
全
書
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
。

ま
た
　
「
正
宗
寺
本
」
と
「
慶
元
八
行
本
」
と
が
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
そ
の
巻
数
が
同
じ
く
三
六
巻
で
あ
り
、
「
采
刊
十
行
本
」
　
以
降
の
六

〇
巻
と
異
な
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
、
「
正
宗
寺
本
」

と
「
慶
元
八
行
本
」
　
の
巻
次
第
を
挙
げ
る
。
ち
な
み
に
「
正
宗
寺
本
」
に
は
巻

末
に
疏
文
の
字
数
を
明
記
す
る
場
合
が
多
い
の
で
、
こ
れ
も
併
せ
て
記
し
、
ま

た
「
慶
元
八
行
本
」
の
場
合
は
、
参
考
ま
で
に
そ
の
葉
数
を
も
併
せ
て
記
し
た
。

正
宗
寺
本
巻
次
第

′　　　　　ヽ

圏匡I園

注
頻
輿
晋
侯
外
合
至
故
不
書
　
(
u
u
.
〇
】
a
.
浩

司
コ
判
例
注
公
頻
至
不
書

注
公
頻
至
不
書

以
上
の
標
起
止
の
検
討
の
結
果
か
ら
推
測
す
る
と
、
「
正
宗
寺
本
」
　
と
　
「
慶

元
八
行
本
」
　
と
は
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
り
、
「
宋
刊
十
行
本
」
　
よ
り
も
古
い

形
を
伝
承
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
版
本
以
降
の
系
譜
と
し
て
、
「
慶
元
八
行
本
」
　
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の

「
宋
刊
十
行
本
」
と
い
う
流
れ
で
は
な
く
、
「
宋
刊
十
行
本
」
は
「
正
宗
寺
本
」

や
「
慶
元
八
行
本
」
と
は
別
の
系
統
の
抄
本
に
も
と
づ
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
「
正
宗
寺
本
」
　
や
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
の
疏
文
の
方
が
よ
り
古
い
、
よ
り

正
確
な
疏
文
を
伝
承
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
阪
元
『
校
勘
記
』
が
す
で

に
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

轟

　

轟

　

轟

巻　巻　巻　巻　巻　巻　巻　春　巻　巻　巻　巻　巻　巻　巻　巻
16151413121110　9　8　7　6　5　4　3　2　1

上
五
経
正
義
序

春
秋
左
氏
侍
序

隠
1

隠

2

至

5

隠

6

至

1

1

桓

1

・

2

桓

3

至

6

桓

7

至

1

8

荘

1

至

1

5

荘

1

6

至

3

2 計
一

計
一

計
一

計
一

計
一

計
一

計
一

間

借

1

至

5

計

一

倍

6

至

1

0

億

1

1

至

2

6

億

2

7

至

3

3

文

1

至

1

0

(
字
数
の
記
載
)
l

春
秋
正
義
序

万
八
千
三
百
一
十
七
字

万
七
千
九
百
八
字

万
二
千
五
百
三
十
四
字

万
三
千
三
百
七
十
五
字

万
五
百
五
十
九
字

万
六
千
一
百
五
字

万
九
千
六
百
二
十
七
字

万
七
千
四
百
五
字

慶
元
本
巻
次
第
　
　
乗
数

春
秋
正
義
序

巻
1
春
秋
左
氏
侍
序

文
1
1
至
1
。
。

宣

1

至

1

1

万
七
千
九
百
三
十
一
字

万
六
千
一
百
一
十
一
字

巻
2

巻
3

巻
4

巻
5

巻
6

巻
7

巻
8

巻
9

*

巻

1

0

*

巻

1

1

*

巻

1

2

巻
1
3

巻
1
4

巻
1
5

巻
1
6

隠
1

隠

2

至

5

隠

6

至

1

1

桓

1

・

2

桓

3

至

6

桓

7

至

1

8

荘

1

至

1

5

荘

1

6

至

3

2

閏

1

至

2

億

1

至

1

5

倍

1

6

至

2

6

倍

2

7

至

3

3

文

1

至

1

0

文

1

1

至

1

8

宣

1

至

1

1

49　56　57　55　56　7619　5142　33　32　26　33　39　33　35　5
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巻
1
7

巻
1
8

巻
1
9

巻
2
0

巻
2
1

巻
2
2

巻
2
3

巻
2
4

宣

1

2

至

1

8

成

1

至

1

0

成

1

1

至

1

8

秦

1

至

8

轟

9

至

1

2

襲

1

3

至

2

2

褒

2

3

至

2

5

裏

2

6

至

2

8

巻

2

5

　

喪

2

9

至

3

1

巻

2

6

　

昭

1

至

3

巻

2

7

　

昭

4

至

7

巻

2

8

　

昭

8

至

1

2

巻

2

9

　

昭

1

3

至

1

7

巻

3

0

　

昭

1

8

至

2

2

巻

3

1

　

昭

2

3

至

2

6

巻

3

2

　

昭

2

7

至

3

2

巻

3

3

　

定

1

至

7

巻

3

4

　

定

8

至

1

5

巻

3

5

　

哀

1

至

1

1

巻

3

6

　

哀

1

2

至

2

7

後
序
　
(
後
半
闘
文
)

計
一
万
六
千
五
百
五
十
一
字

計
一
万
七
千
一
百
八
字

計
一
万
七
千
三
百
二
十
八
字

計
一
万
七
千
四
百
字

計
一
万
九
千
四
百
四
十
四
字

計
一
高
二
千
八
百
五
十
五
字

計
一
万
六
千
一
百
四
十
六
字

計
一
万
四
千
六
百
二
十
一
字

計
一
万
四
千
六
百
二
十
一
字

計
l
万
七
千
九
百
八
十
一
字

計
二
万
八
百
六
字

計
一
万
七
千
四
百
四
十
五
字

計
一
万
五
千
九
百
四
十
九
字

計
一
万
六
千
八
字

計
一
万
二
百
九
十
九
字

計
一
万
三
千
五
百
九
十
四
字

後巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻
序3635343332313029282726252423222120191817

哀哀定定昭昭昭昭昭昭昭轟襲裏喪妾喪成成宣

望主星去芸雲望望芸呈基芸窒窒宗芸去茎主望
271115　7　32　26　221712　7　3　3128　25　2212　8181018

6　63　6144　45　56　56　6168　55　73　58　55　63　49　815154　75　67　55

し
か
し
、
「
正
宗
寺
本
」
が
琉
文
の
字
数
を
勘
案
し
た
巻
次
第
で
あ
る
か
ら
、

各
巻
の
字
数
が
平
均
的
な
の
に
対
し
、
「
慶
元
八
行
本
」
　
に
は
経
・
伝
・
注
文

が
加
わ
る
た
め
、
そ
の
英
数
が
著
し
く
不
均
衡
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
後
世
の

附
釈
音
「
十
行
本
」
が
六
〇
巻
に
編
成
し
直
し
た
理
由
を
了
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
部
分
的
に
も
現
存
す
る
宋
刊
単
疏
本
の
う
ち
、
『
周
易
正
義
』
『
尚
書

正
義
』
『
毛
詩
正
義
』
に
は
巻
末
に
字
数
の
記
載
が
有
る
が
、
『
種
記
正
義
』

に
は
こ
れ
が
無
い
。
ち
な
み
に
「
九
脛
琉
」
　
に
ま
で
そ
の
範
囲
を
広
げ
る
と
、

『
儀
稽
疏
』
『
公
羊
疏
』
『
爾
雅
琉
』
に
も
や
は
り
見
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の

『
正
宗
寺
本
春
秋
正
義
』
に
見
え
る
こ
と
右
の
通
り
で
あ
っ
た
。
字
数
の
記
載

は
刻
工
の
工
賃
の
目
安
と
し
て
の
意
味
が
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
「
正
宗
寺
本
」

が
版
本
以
降
の
紗
本
で
あ
る
こ
と
は
先
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

168

轟

　

轟

　

鼻

す
で
に
玩
元
『
校
勘
記
』

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

巻
十
・
十
一
・
十
二
に
違

い
が
見
え
る
が
　
(
*
印
)
、
ほ
ぼ
同
様
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
最
初
の
合
刻

本
で
あ
る
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
は
、
単
疏
本
を
基
本
に
し
、
こ
れ
に
経
・
伝
・
注

文
を
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
正
宗
寺
本
」
　
と
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
と
は
極
め
て
近
い
関

係
に
あ
り
、
疏
文
も
「
十
行
本
」
　
に
比
べ
て
嘉
処
を
多
く
持
つ
こ
と
は
、
玩
元

『
校
勘
記
』
の
い
わ
ゆ
る
　
「
宋
本
」
が
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
　
「
正
宗
寺
本
」
　
と
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
の
疏
文
を
比
較
し
て
み
る
と
、

や
は
り
一
致
す
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。
と
同
時
に
、
互
い
に
異
な
る
例
も

少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
そ
の
是
非
は
互
い
に
出
入
す
る
。

そ
こ
で
以
下
、
筆
者
作
成
の
『
春
秋
正
義
校
勘
記
』
か
ら
、
先
ず
「
正
宗
寺

本
」
　
と
　
「
慶
元
八
行
本
」
・
の
善
本
た
る
ゆ
え
ん
を
示
す
実
例
を
挙
げ
、
次
い
で

「
正
宗
寺
本
」
　
と
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
と
が
異
な
り
、
「
正
宗
寺
本
」
　
が
正
し
い
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も
の
を
挙
げ
、
最
後
に
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
が
正
し
い
例
を
挙
げ
よ
う
。
全
書
に

わ
た
っ
て
引
用
す
る
の
は
煩
境
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
稿
で
は
巻
一
・
二
二
二
に

と
ど
め
た
い
。

右
の
諸
例
は
　
「
正
宗
寺
本
」
　
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
は
逆
に
　
「
慶

元
八
行
本
」
　
の
方
が
正
し
い
例
で
あ
る
。

還
防
錆
京
　
(
O
T
N
等
⊥
○
)
　
栗
本
　
「
縞
京
」
　
下
有
　
「
烏
幽
王
滅
於
西
周
平
王
東
遷
洛
邑
因

謂
洛
邑
烏
東
周
謂
錆
京
」
　
廿
三
字
。
乃
是
完
本
。
◎
正
本
は
　
「
及
幽
王
滅
於
西
周

平
王
東
遷
洛
邑
因
謂
洛
邑
烏
東
周
謂
稿
京
」
　
に
作
る
。
廿
三
字
の
冒
頭
　
「
及
」
字

の
み
が
宋
本
と
異
な
る
。
あ
る
い
は
正
本
が
正
し
い
か
。

右
の
例
の
よ
う
に
、
「
十
行
本
」
　
以
降
に
生
じ
た
脱
文
、
し
か
も
長
文
の
脱

文
の
例
を
、
「
正
宗
寺
本
」
　
と
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
に
よ
っ
て
補
正
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
が
か
な
り
の
数
見
ら
れ
る
。
両
者
は
や
は
り
善
本
で
あ
る
。

・
商
日
祀
　
(
0
丁
重
b
⊥
0
)
　
采
本
・
監
本
・
毛
木
　
r
商
」
　
作
　
「
商
」
　
是
也
。
此
別
l
字
。

○
今
訂
正
。
◎
正
本
が
　
「
商
」
　
に
作
る
の
は
誤
り
。

・
編
年
之
書
　
(
O
T
い
き
⊥
○
)
　
◎
正
本
が
　
「
編
」
字
に
作
る
の
は
誤
り
。

・
乃
聞
賢
輿
不
賢
　
(
0
1
.
N
ざ
エ
)
　
宋
本
　
「
聞
」
　
作
　
「
関
」
　
是
也
。
◎
正
本
は
　
「
聞
」
字
に

作
る
。
こ
れ
は
誤
り
。
「
続
修
四
庫
本
」
　
も
　
「
聞
」
　
字
に
誤
る
。

・
日
邦
國
有
疑
　
(
O
N
.
〇
評
.
∞
)
　
采
本
「
日
」
　
作
　
「
凡
」
、
輿
周
穏
合
。
◎
正
本
は
　
「
日
」
　
字

に
作
る
が
、
「
凡
」
字
が
正
し
い
。
要
義
本
も
　
「
凡
」
字
に
作
る
。

・
史
伯
烏
桓
公
許
謀
云
　
(
O
N
⊥
訂
.
已
　
采
本
・
監
本
・
毛
本
　
「
詐
」
　
作
「
設
」
。
◎
正
本
は

「
誤
」
字
に
作
る
。
「
設
」
字
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

・
且
有
題
目
春
秋
愕
例
序
　
(
0
T
O
-
a
.
」
)
　
采
本
　
「
且
」
　
誤
　
「
其
」
。
◎
正
本
は
　
「
且
」
　
字
に

作
っ
て
、
誤
ら
ず
。
「
続
修
四
庫
本
」
　
は
　
「
具
」
字
に
誤
る
。

・
杜
以
烏
凡
例
本
其
事
者
(
O
N
⊥
旨
.
N
)
宋
本
・
毛
木
「
倒
」
作
「
例
」
。
◎
正
本
は
「
倒
」

字
に
作
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

・
以
歴
家
一
日
分
烏
九
百
四
十
分
　
(
巳
も
-
b
.
1
)
　
宋
本
　
「
日
」
　
作
　
「
度
」
　
是
也
。
◎
正
本

は
　
「
目
し
　
字
に
作
っ
て
、
宋
本
と
異
な
る
。
院
校
は
　
「
度
」
　
字
を
是
と
す
る
が
、

文
脈
か
ら
す
れ
ば
　
「
目
」
字
が
正
し
い
。

・
既
封
有
司
以
凡
延
舎
実
於
墓
左
　
(
3
.
0
含
⊥
○
)
　
宋
本
　
「
墓
」
　
誤
　
「
基
」
。
　
◎
正
本
は

誤
ら
ず
　
「
墓
」
　
字
に
作
っ
て
、
宋
本
と
異
な
る
。

・
則
尊
得
加
於
臣
子
(
0
〕
・
0
旨
・
巴
采
本
「
得
」
作
「
徳
」
誤
。
◎
正
本
は
「
得
」
字
に

作
っ
て
、
誤
ら
ず
。

以
上
、
巻
一
二
丁
三
か
ら
の
み
の
挙
例
で
あ
っ
た
が
、
全
書
を
通
じ
る
と

「
正
宗
寺
本
」
　
と
　
「
慶
元
八
行
本
」
　
と
の
優
劣
は
つ
け
が
た
い
。
し
い
て
い
え

ば
、
抄
本
に
あ
り
が
ち
な
誤
写
・
異
体
字
を
含
み
な
が
ら
も
、
や
や
　
「
正
宗
寺

本
」
　
の
方
が
勝
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

169

轟

　

轟

　

轟

以
下
、
さ
ら
に
二
・
三
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
そ
の
一
つ
め
は

『
経
典
繹
文
』
露
人
の
問
題
で
あ
る
。
「
正
宗
寺
本
」
　
に
は
、
隠
公
前
伝
の
冒

頭
部
分
　
「
恵
公
元
妃
孟
子
」
　
(
O
N
・
O
N
a
.
巴
　
の
疏
文
の
前
に
、



東洋古典學研究　第17集　2004

侍
憲
公
-
　
憲
公
名
不
皇
。
訟
法
愛
人
好
与
日
憲
。
其
子
隠
公
護
国
之
君
。

元
妃
芳
非
反
。
侍
日
嘉
科
目
妃
。
道
本
又
作
嫡
、
同
、
丁
歴
反
。

と
い
う
文
章
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
安
井
氏
『
映
侠
考
』
が
、

憲
公
名
不
皇
以
下
。
丁
歴
半
に
至
る
三
十
六
字
は
陸
徳
明
輝
文
の
文
な
り
。

此
の
後
に
も
繹
文
を
引
け
る
一
條
あ
り
。
軍
疏
本
に
繹
文
を
引
け
る
は
異

む
べ
し
。
後
人
の
属
人
は
天
文
紗
寓
の
時
な
る
か
。
其
の
後
な
る
か
。
正

宗
寺
原
本
な
き
を
以
て
。
之
を
定
む
る
能
は
ず
。
姑
く
疑
を
存
す
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
三
十
六
字
は
『
経
典
繹
文
』
の
文
章
な
の
だ
か
ら
、

ま
さ
し
く
　
「
軍
疏
本
に
繹
文
を
引
け
る
は
異
む
べ
し
」
　
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
れ

を
根
拠
に
、
旧
拙
著
『
春
秋
正
義
の
世
界
』
(
渓
水
社
一
九
八
九
)
　
で
は
、
「
正

宗
寺
本
」
　
の
祖
本
と
し
て
附
釈
音
本
の
可
能
性
を
も
考
慮
に
入
れ
た
こ
と
が
あ

る
　
(
六
七
頁
)
。
い
ま
全
書
の
検
討
を
通
じ
た
結
果
、
こ
の
問
題
を
い
か
に
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
慮
す
る
に
は
、
安
井
氏
の
指
摘
に
見
え
る
、
も
う
一

例
の
『
経
典
繹
文
』
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
が
参
考
に
な
る
。
昭
公
二
十
一
年

伝
　
「
購
注
豹
則
閑
央
」
　
の
杜
頭
注
　
「
注
借
矢
関
引
弓
」
　
(
u
?
○
設
立
　
の
後
文

が
そ
れ
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
阪
元
『
校
勘
記
』
が
、

此
下
宋
本
有
「
閲
兵
○
正
義
日
関
鳥
環
反
本
又
作
攣
」
一
十
三
字
、
在
「
呂

封
人
草
豹
」
節
下
。

と
し
て
、
「
宋
本
」
の
記
載
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
だ
し
院
校
で
は
こ
れ
が
『
経

典
繹
文
』
の
文
章
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
「
嘉
慶
本
」

に
は
無
い
十
三
字
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
安
井
氏
『
快
侠
考
』
が
　
「
此
れ
繹
文

の
文
な
り
。
属
人
」
　
と
述
べ
る
の
は
、
「
嘉
慶
本
」
　
と
の
比
較
に
お
い
て
、
あ

る
い
は
こ
の
こ
と
を
「
正
宗
寺
本
」
だ
け
の
特
徴
と
見
な
し
た
の
か
も
し
れ
な

＼

　

0

-
V

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
箇
所
を
近
刊
　
「
続
修
四
庫
全
書
本
」
　
(
U
?
u
-
b
)

に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
ま
ざ
れ
も
な
く
阪
校
が
指
摘
す
る
通
り
の
記
載
と
な

っ
て
い
る
。
単
疏
本
で
あ
る
「
正
宗
寺
本
」
　
と
、
附
釈
音
本
に
非
ざ
る
　
「
八
行

本
」
　
の
　
「
宋
本
」
　
の
双
方
に
『
経
典
澤
文
』
の
文
章
が
有
る
の
は
、
果
た
し
て

い
か
な
る
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
後
人
の
注
記
が
紛
れ
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
【
③
〕
。
こ
の

二
条
の
『
経
典
繹
文
』
の
歳
入
を
も
っ
て
、
「
正
宗
寺
本
」
　
の
祖
本
を
「
附
釈

音
本
」
　
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
事
実
は
む
し
ろ
　
「
正
宗
寺
本
」
　
と

「
慶
元
八
行
本
」
　
と
の
親
近
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

〇

二
つ
め
は
閲
筆
の
問
題
で
あ
る
。
閲
筆
(
開
画
)
　
は
版
本
刊
刻
の
時
期
を
推

定
す
る
重
要
な
根
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
筆
者
は
か
つ
て
広
島
大
学
所
蔵
の

酉
抄
本
『
周
易
正
義
』
を
検
討
し
た
際
、
こ
れ
に
閲
筆
が
無
い
こ
と
を
も
考
慮

し
、
李
唐
伝
承
の
抄
本
を
祖
本
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
仮
説
を
提
出
し
た

こ
と
が
あ
る
〔
②
)
。

と
こ
ろ
が
問
題
の
　
「
正
宗
寺
本
」
　
に
は
開
筆
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
も
目
に
付
く
の
は
　
「
桓
」
字
　
「
恒
」
字
「
垣
」
字
の
系
統
、
そ
し
て
　
「
完
」

字
「
莞
」
字
の
系
統
で
あ
る
。
こ
れ
が
北
采
最
後
の
皇
帝
欽
宗
の
謹
名
「
桓
」

170
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と
そ
の
兼
詩
　
「
完
」
　
「
莞
」
　
「
垣
」
　
を
避
詩
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
こ
の
他
の
も
の
と
し
て
　
「
貞
」
　
「
枯
」
　
は
、
北
宗
第
三
代
皇
帝
仁
宗
の

詩
名
　
「
禎
」
　
の
兼
詩
で
あ
り
、
太
祖
超
匡
胤
の
祖
父
　
「
敬
」
　
の
兼
詩
「
寛
」
字

の
閑
筆
も
見
え
る
。

と
こ
ろ
で
唐
の
孔
穎
達
が
撰
進
し
、
長
孫
無
忌
等
に
よ
っ
て
奉
ら
れ
て
天
下

に
頒
布
さ
れ
た
『
五
経
正
義
』
が
最
初
に
印
刷
本
の
形
で
刊
行
さ
れ
た
の
は
、

北
宋
の
太
宗
　
(
在
位
九
七
六
-
九
九
七
)
　
の
端
扶
元
年
　
(
九
八
八
)
　
か
ら
淳
化
五

年
　
(
九
九
四
)
　
に
か
け
て
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
　
「
國
子
監
本
」
　
と
い
う
。
後
に

金
軍
に
よ
っ
て
版
木
が
持
ち
去
ら
れ
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
に
は
現
存
す

る
も
の
が
無
い
。
た
だ
こ
の
　
「
國
子
監
本
」
　
は
原
本
そ
の
ま
ま
に
南
宋
初
に
覆

刻
さ
れ
た
と
い
う
。
従
来
、
北
宋
刊
本
と
見
な
さ
れ
て
い
た
現
存
単
疏
本
が
、

い
ず
れ
も
こ
の
南
采
　
「
覆
國
子
監
本
」
　
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
す
で
に
長
澤
規
矩

也
氏
が
　
「
宋
刊
軍
疏
本
の
刊
年
に
つ
い
て
」
　
(
『
服
部
古
稀
記
念
論
文
集
』
　
一
九

三
六
　
著
作
集
第
一
巻
)
　
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
存
『
毛
詩
正

義
』
に
は
　
「
紹
興
九
年
　
二
　
三
元
)
　
離
造
」
　
の
刊
記
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

「
覆
國
子
監
本
」
　
は
南
宋
初
の
高
宗
時
代
に
始
ま
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
右
の
閲
筆
の
検
討
か
ら
す
る
と
、
「
正
宗
寺
本
」
　
の
祖
本
が
北

采
の
太
宗
時
代
に
刊
刻
さ
れ
た
　
「
國
子
監
本
」
　
(
九
八
八
～
九
九
四
の
間
)
　
で
は

あ
り
得
ず
、
欽
宗
(
在
位
二
二
五
～
一
一
二
七
)
の
名
を
開
筆
す
る
と
こ
ろ
の
、

南
采
の
高
宗
　
(
在
位
二
二
七
～
二
六
二
)
　
時
代
の
　
「
覆
國
子
監
本
」
　
で
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

〇

三
つ
め
は
微
細
な
考
証
で
あ
る
。
荘
公
二
十
二
年
伝
　
「
成
子
得
政
」
　
の
杜
預

注
「
卜
笠
者
聖
人
所
以
定
猶
浄
決
疑
似
、
因
生
義
教
者
也
」
　
(
○
呂
」
巳
　
の
琉

文
中
に
引
用
す
る
『
祀
記
』
曲
穏
篇
の
文
章
を
問
題
に
し
た
い
。

現
行
本
　
「
曲
稽
」
篇
は
以
下
の
通
り
。
〔
〕
　
内
は
鄭
注
と
『
繹
文
』
、
次
い

で
『
穏
記
正
義
』
で
あ
る
。

亀
篤
ト
、
矢
島
笠
。
卜
笠
者
、
先
聖
王
之
所
以
使
民
信
時
日
、
敬
鬼
神
畏

法
令
也
。
所
以
使
民
決
嫌
疑
定
猶
輿
也
。
故
日
、
疑
而
笠
之
則
弗
非
也
。

日
而
行
事
則
必
践
之
。

〔
弗
非
無
非
之
者
。
日
所
卜
笠
之
吉
日
也
。
践
讃
日
善
。
馨
之
誤
也
。

笑
或
盛
者
。
○
卦
音
頭
、
本
亦
作
像
。
践
依
注
音
善
。
王
如
字
、
云

履
也
。
著
音
戸
。
〕

O
「
定
猶
幹
也
」
者
、
説
文
云
「
猶
獣
名
、
攫
属
」
、
「
輿
」
亦
是
獣
名
、

象
属
。
此
二
獣
皆
進
退
多
疑
、
人
多
疑
惑
者
似
之
、
故
謂
之
「
猶
輿
」
。

右
の
疏
文
に
対
し
て
は
、
す
で
に
院
元
『
校
勘
記
』
が
次
の
よ
う
な
疑
問
を

呈
し
て
い
る
。
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「
定
猶
輿
也
」
　
石
経
同
。
岳
本
・
嘉
靖
本
同
。
繹
文
出
「
猶
輿
」
、
云
「
本

亦
作
橡
」
。
案
正
義
本
音
亦
作
　
「
橡
」
。
覿
正
義
引
説
文
云
　
「
橡
亦
是
獣

名
。
象
属
」
　
可
讃
。
後
人
以
繹
文
本
　
「
輿
」
　
改
正
義
本
　
「
橡
」
。
井
改
正

義
中
引
説
文
之
「
橡
」
亦
作
「
輿
」
。
○
按
「
輿
」
窺
「
禄
」
　
之
偶
倍
字
。

す
な
わ
ち
院
校
に
よ
れ
ば
疏
文
の
　
「
輿
」
字
は
　
「
橡
」
字
に
改
め
る
べ
き
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
校
定
の
正
し
か
っ
た
こ
と
が
、
後
に
吉
川
幸
次
郎
氏
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前
掲
論
文
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
旧
稿
で
も
紹
介
し
た
が
、
再
び
吉
川
氏
の

文
章
を
引
用
し
よ
う
。

右
は
采
版
の
経
文
な
ら
び
に
采
版
の
　
「
疏
」
　
で
あ
り
ま
す
。
所
で
比
の

「
疏
」
　
は
　
「
脛
」
　
の
　
「
猶
輿
」
　
の
二
字
の
解
釈
で
あ
り
ま
す
が
、
大
へ
ん

お
か
し
い
個
所
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
「
説
文
」

を
引
い
て
字
形
の
上
か
ら
　
「
猶
」
　
も
「
輿
」
　
も
獣
の
名
で
あ
る
と
説
明
し

て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
「
猶
」
は
犬
偏
で
す
か
ら
宜
ろ
し
い
と
し
て
、

「
輿
」
　
の
字
の
形
の
中
に
は
獣
類
た
る
こ
と
を
示
す
べ
き
何
等
の
要
素
も

含
ま
れ
て
居
り
ま
せ
ん
。
又
た
　
「
輿
」
　
が
獣
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
「
説
文
」
　
の
み
な
ら
ず
他
の
い
か
な
る
字
書
に
も
見
え
て
居
ら
ぬ
の

で
あ
り
ま
す
。
か
く
非
常
に
不
都
合
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
抄
本
を
見
て

見
ま
す
と
、
「
疏
」
　
の
中
の
　
「
輿
」
　
の
字
は
三
つ
と
も
　
「
橡
」
　
に
な
っ
て

居
り
ま
す
。
こ
れ
な
ら
ば
釈
然
と
す
る
。
御
覚
の
通
り
　
「
象
」
　
に
従
う
字

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
字
形
か
ら
い
っ
て
立
派
に
獣
類
で
あ
り
、
ま
た
象
の

属
で
あ
り
ま
す
。
か
く
「
橡
」
な
ら
ば
「
疏
」
が
読
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

即
ち
　
「
正
義
」
　
の
原
本
は
　
「
橡
」
　
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
す

が
、
と
同
時
に
　
「
正
義
」
　
の
拠
り
ま
し
た
　
「
経
」
　
は
　
「
定
猶
橡
也
」
　
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
采
の
頃
の
　
「
繹
」

は
　
「
橡
」
　
の
字
が
同
音
の
　
「
輿
」
-
に
変
わ
っ
て
い
た
。
で
孔
維
等
は
疏
文

の
　
「
稼
」
　
字
を
も
　
「
輿
」
　
と
改
め
て
無
理
に
辻
接
を
合
わ
せ
た
も
の
と
思

い
ま
す
。
成
程
宋
版
の
　
「
経
」
　
と
は
表
面
辻
榛
が
合
う
よ
う
で
あ
り
ま
す

が
、
其
の
結
果
、
「
疏
」
　
の
文
義
は
全
く
通
じ
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
し

て
、
頭
隠
し
て
尻
隠
さ
ず
で
あ
り
ま
す
。

『
正
義
』
中
に
引
用
さ
れ
た
『
穏
記
』
の
経
文
あ
る
い
は
注
文
が
、
末
代
に

通
行
し
て
い
た
経
注
と
相
違
す
る
場
合
に
は
、
宋
人
が
こ
れ
を
通
行
本
に
合
わ

せ
て
改
変
し
た
と
い
う
吉
川
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
猶
橡
」
が
「
猶

輿
」
　
に
改
変
さ
れ
た
の
は
宋
代
以
降
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
問
題
の
荘
公
二
十
二
年
伝
『
春
秋
正
義
』
所
引
の
　
「
曲
穏
」
篇
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
　
「
正
宗
寺
本
」
　
を
初
め
と
し
て
、
す
べ
て
の
版
本
が
以
下
の
よ
う

に
作
っ
て
い
る
　
(
〔
　
〕
内
は
杜
預
注
)
。

成
子
得
政
。
〔
卜
笈
者
、
聖
人
所
以
定
猶
浄
決
疑
似
、
因
生
義
教
者
也
〕

[
疏
「
曲
種
目
「
卜
笠
者
、
先
聖
王
之
所
以
使
民
決
嫌
疑
定
猶
輿
也
」
、

是
先
王
立
之
本
意
也
。
(
O
や
N
㌍
)

杜
預
注
が
「
猶
浄
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
引
の
「
曲
穏
」
篇
の
文

章
で
は
「
猶
敷
」
に
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
例

を
　
「
正
宗
寺
本
」
　
の
祖
本
が
宋
刊
本
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
論
拠
の

ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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轟

　

轟

さ
ら
に
追
加
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
『
春
秋
正
義
』
　
の
単
琉
刊
本
に
つ
い
て

言
及
し
よ
う
。
先
に
　
「
北
宋
刊
軍
疏
本
」
　
「
南
宋
覆
軍
疏
本
」
　
が
と
も
に
現
存

し
な
い
と
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
近
時
発
表
さ
れ
た
、
上
海
　
「
漢
語
大
辞
典
編

纂
処
」
　
の
虞
萬
里
氏
の
論
考
　
「
斯
坦
因
黒
城
所
獲
軍
琉
本
《
春
秋
正
義
》
残
菓
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考
繹
輿
復
原
」
　
(
『
敦
迫
撃
』
第
2
0
輯
一
九
九
四
　
『
瑜
紡
齋
學
術
論
集
』
江
蘇
古
籍

出
版
社
　
二
〇
〇
二
　
に
よ
れ
ば
、
ス
タ
イ
ン
の
第
三
次
中
央
ア
ジ
ア
探
検
に

ょ
っ
て
発
見
さ
れ
た
新
疆
出
土
漢
文
文
書
の
中
に
、
単
琉
刊
本
『
春
秋
正
義
』

(
大
英
博
物
館
蔵
　
『
敦
坦
賓
蔵
』
5
5
冊
)
　
が
有
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
虞
氏
が
　
「
正
宗
寺
本
」
　
の
巻
次
第
を
参
考
に
し
て
考
証
復
原
し
た
結

果
、
こ
れ
が
巻
第
十
五
第
三
業
裏
の
上
半
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

文
公
十
二
年
の
「
秦
伯
使
西
乞
術
来
聴
、
且
言
格
伐
菅
。
裏
仲
辞
玉
」
か
ら
「
軍

吏
日
「
精
有
待
也
」
ま
で
の
伝
文
と
そ
の
注
文
に
対
す
る
疏
文
で
あ
る
。
こ
の
わ

ず
か
な
断
片
に
よ
っ
て
、
『
春
秋
正
義
』
に
も
単
疏
刊
本
が
存
在
し
た
こ
と
が

あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

参
考
ま
で
に
「
阪
本
」
　
(
「
嘉
慶
本
」
)
　
の
該
当
箇
所
(
筆
者
の
校
定
文
)
　
を
以

下
に
引
用
し
よ
う
。
【
　
】
　
で
は
さ
ん
だ
　
「
所
賛
」
　
か
ら
「
正
義
日
」
ま
で
が

残
葉
の
三
菓
裏
の
全
文
に
該
当
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
こ
と
に
、
三
菓

裏
の
う
ち
の
上
半
分
が
残
る
の
み
で
あ
っ
た
。

[
疏
]
注
大
器
至
辞
五
〇
正
義
日
、
聰
君
用
圭
、
享
用
壁
。
碑
夫
人
用
璋
、
軍
用
踪
。

聴
稽
記
日
「
凡
四
器
者
、
唯
其
【
所
賛
以
聰
可
也
㌔
故
知
所
言
「
大
器
」
是
「
圭

璋
」
也
。
考
工
記
玉
人
云
「
壊
圭
璋
八
寸
、
璧
環
八
寸
、
以
槻
聴
」
。
聰
稽
記
云
「
所

以
朝
天
子
、
圭
輿
繰
皆
九
寸
。
問
諸
侯
、
未
練
繰
八
寸
」
。
鄭
玄
云
「
於
天
子
日
掛
、

於
諸
侯
日
間
。
記
之
於
碑
文
互
相
備
」
。
言
「
互
相
備
」
者
、
朝
諸
侯
輿
天
子
同
、

哨
天
子
輿
諸
侯
同
也
。
所
言
「
朝
圭
九
寸
、
碑
圭
八
寸
」
、
謂
上
公
稽
也
。
使
臣
出

碑
、
降
君
一
等
、
故
八
寸
、
則
侯
伯
之
使
、
昔
珠
圭
六
寸
、
子
男
之
使
、
富
琢
璧

四
寸
也
。
哨
義
日
　
「
以
圭
璋
脾
、
重
穏
也
。
巳
碑
而
還
圭
璋
、
此
軽
財
而
重
祀
之

義
也
」
。
然
則
玉
必
還
其
来
使
、
而
下
云
　
「
致
諸
執
事
以
烏
瑞
節
」
、
及
「
裏
伸
餅

之
」
者
、
稽
碑
終
、
錐
復
得
還
玉
、
初
聰
之
時
、
其
意
欲
致
輿
主
國
、
但
主
因
痢

週
、
瑚
困
惑
剥
、
且
襲
仲
辞
之
者
、
烏
「
不
欲
輿
乗
馬
好
」
。
(
】
芋
○
邑

[
疏
]
注
籍
薦
也
○
正
義
日
、
職
種
「
執
圭
所
以
致
君
命
」
。
君
命
致
、
籍
玉
而
後
通
。

若
坐
之
有
馬
席
然
、
故
以
「
籍
」
烏
「
薦
」
也
。
(
-
浮
.
O
等
)

[
疏
]
深
塁
固
軍
○
正
義
日
、
「
塁
」
壁
也
。
軍
螢
所
虞
、
築
土
自
衛
、
謂
之
鳥
r
塁
」
。

「
深
」
者
高
也
。
高
其
塁
以
烏
軍
之
阻
固
。
案
覿
穏
説
「
烏
壇
探
四
尺
」
。
鄭
注
云

r
深
高
也
」
、
是
其
義
也
。
(
-
浮
.
S
a
)

[
疏
]
注
側
室
至
庶
孫
○
正
義
日
、
文
王
世
子
云
「
公
若
有
出
荘
之
政
、
庶
子
守
公

宮
、
正
室
守
大
廟
」
。
鄭
玄
云
　
「
正
室
通
子
也
」
。
正
室
是
通
子
、
知
　
「
側
室
J
是

「
文
子
」
。
言
在
通
子
之
側
也
。
世
族
譜
「
穿
超
夙
之
孫
」
、
則
是
超
盾
従
父
昆
弟

之
子
也
。
盾
烏
正
室
、
故
謂
穿
烏
「
側
室
」
。
穿
別
烏
耶
耶
氏
、
超
施
、
超
勝
、
耶

郡
午
、
是
其
後
也
。
(
-
浮
.
S
a
・
b
)

[
疏
]
秦
糧
坐
甲
○
正
義
日
】
、
「
甲
」
者
所
以
制
禦
非
常
、
臨
敵
則
被
之
於
身
、
未

戦
且
坐
之
於
地
。
(
】
写
.
S
b
)

右
は
筆
者
の
校
定
文
で
あ
り
、
傍
線
部
「
國
謙
退
、
確
終
還
之
」
　
に
関
し
て

は
、
こ
れ
を
以
下
の
阪
元
『
校
勘
記
』
に
従
っ
て
校
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

<

・
其
意
欲
致
輿
主
國
但
主
之
且
　
(
-
茅
も
計
⊥
○
)
　
宋
本
「
但
主
」
下
有
「
國
謙
退

稽
終
還
」
六
字
。
関
本
・
監
本
・
毛
本
亦
誤
在
「
鳥
不
欲
輿
秦
篤
好
」
句
之

下
。
浦
鐙
云
「
且
」
雷
「
耳
」
字
誤
、
非
也
。

な
ぜ
な
ら
「
正
宗
寺
本
」
も
「
宋
本
」
と
同
様
に
「
但
主
因
詞
週
、
嘲
珂
濁

之
」
に
作
る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
二
箇
所
、
こ
れ
は
　
「
阪
本
」
を
改
め
た
も
の
で
は
な
い
が
、
次
の
阪
元

『
校
勘
記
』
　
の
指
摘
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

173

・
於
天
子
日
朝
　
(
】
浮
・
〇
計
・
已
　
関
本
・
監
本
・
毛
本
亦
作
「
朝
」
、
輿
鄭
住
職

稽
記
合
。
宋
本
作
「
碑
」
。
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こ
の
例
で
は
「
正
宗
寺
本
」
は
関
本
・
監
本
・
毛
本
と
同
様
、
し
た
が
っ
て
「
宋

本
」
と
異
な
り
「
朝
」
字
に
作
る
。
ち
な
み
に
「
続
修
四
庫
全
書
本
」
も
「
宋
本
」

に
一
致
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
単
疏
刊
本
残
業
で
あ
る
が
、
幸
い
に
も
右
の
該
当
部
分
が
存
在

し
、
こ
れ
が
い
ず
れ
も
「
正
宕
寺
本
」
に
一
致
す
か
の
で
あ
る
。

右
は
わ
ず
か
に
二
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
と
偶
然
に

も
符
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
正
宗
寺
本
」
が
「
宋
本
」
　
(
=
慶
元
八

行
本
)
に
極
め
て
近
い
系
統
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
「
正
宗
寺
本
」
が
や
や
「
宋

本
」
　
に
勝
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
「
正
宗
寺
本
」
　
の
原
本
で
あ
る
「
金
沢
文
庫
本
」
が
抄
本
で
あ
っ
た

の
か
刊
本
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
我
が
国
に
伝
存
す
る
『
尚
書
正

義
』
『
毛
詩
正
義
』
『
穏
記
正
義
』
の
単
疏
刊
本
が
い
ず
れ
も
か
つ
て
は
金
沢

文
庫
の
蔵
本
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
『
春
秋
正
義
』
も
ま
た
刊
本
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

轟

　

轟

　

轟

以
上
本
稿
に
お
け
る
考
証
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
　
「
正
宗
寺
本
」
　
は
李
唐
伝
承
の
抄
本
を
祖
本
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

宋
刊
単
疏
本
、
よ
り
正
確
に
は
南
宋
「
覆
國
子
監
本
」
か
ら
の
抄
本
で

あ
る
こ
と
。

二
　
最
初
の
合
刻
本
で
あ
る
「
慶
元
八
行
本
」
　
は
単
疏
本
「
正
宗
寺
本
」
　
に

極
め
て
近
い
系
統
に
属
す
る
こ
と
。

三
　
現
在
最
も
流
布
す
る
「
阪
元
本
」
が
淵
源
と
す
る
南
采
の
附
釈
音
本
で

あ
る
　
「
十
行
本
」
は
、
「
正
宗
寺
本
」
　
や
「
慶
元
八
行
本
」
と
は
異
な

る
系
統
の
抄
本
に
基
づ
く
で
あ
ろ
う
こ
と
。

注①
　
「
慶
元
八
行
本
」
に
関
し
、
阪
元
『
校
勘
記
』
に
い
わ
ゆ
る
「
宋
本
」
と
、
近
時
公

刊
さ
れ
た
r
続
修
四
庫
全
書
」
所
載
の
　
「
慶
元
八
行
本
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
讃
五
経
正
義
札
記
(
七
)
-
宋
慶
元
刊
『
春
秋
正
義
』
管
見
-
二
本
誌
第
十

五
輯
)
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
　
拙
稿
「
鹿
島
大
學
蔵
啓
抄
本
『
周
易
正
義
』
致
附
校
勘
記
」
(
広
島
大
学
文
学
部
紀

要
第
五
三
巻
特
輯
号
一
一
九
九
五
、
『
五
経
正
義
の
研
究
』
研
文
出
版
一
九
九
八
)
。

③
　
拙
稿
「
諌
五
経
正
義
札
記
(
三
)
6
正
義
の
釈
音
例
」
に
お
い
て
、
『
五
経
正
義
』

中
に
見
え
る
反
切
・
四
声
表
記
に
言
及
す
る
用
例
を
取
り
上
げ
た
際
、
『
経
典
搾
文
』

歳
入
の
可
能
性
を
持
つ
例
を
指
摘
し
た
。

)
)

(
本
稿
は
平
成
十
五
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
C
2
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
)
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